
 

2026 年 3 月 4 日 

お客様へ 

株式会社山陰合同銀行 

 

「山陰合同銀行ＪＣＢデビット会員規約・規定集」改定のお知らせ 

 

 

山陰合同銀行では、デビットカード利用における安全性と利便性向上のため、「山陰合同銀行Ｊ

ＣＢデビット会員規約・規定集」等を 2026 年 3月 31 日に下記の通り改定いたします。 

なお、新規約は、改定前よりお取引をいただいているお客様にも適用されます。 

下表では、改定する箇所のみ記載しています。 

 

記 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

山陰合同銀行ＪＣＢデビット会員規約 

第 4条の 2 WEB サービス等 

3．会員が「MyJCB」および「J/Secure（TM）」を 

利用しない場合（「MyJCB」または「J/Secure（TM）」 

の利用登録がなされていない場合を含みます。）、 

会員はオンライン取引によるショッピング利用 

ができない場合があります。 

 

第36条（会員規約およびその改定） 

本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適

用されます。両社は、民法の定めに基づき、会

員と個別に合意することなく、将来本規約を改

定し（本規約と一体をなす規定・特約等を新た

に定めることを含みます。）、または本規約に付

随する規定もしくは特約等を改定することがで

きます。この場合、両社は、当該改定の効力が

生じる日を定めたうえで、原則として会員に対

して当該改定につき通知します。ただし、当該

改定が専ら会員の利益となるものである場合、

または会員への影響が軽微であると認められる

場合、その他会員に不利益を与えないと認めら

れる場合には、公表のみとする場合がありま

す。なお、本規約と明示的に相違する規定また

は特約がある場合は、当該規定または特約が優

山陰合同銀行ＪＣＢデビット会員規約 

第 4条の 2（WEB サービス等） 

3．会員が「MyJCB」および「J/Secure（TM）」を 

利用しない場合（「MyJCB」または「J/Secure（TM）」 

の利用登録がなされていない場合を含む。）、会 

員はオンライン取引によるショッピング利用が 

できない場合があります。 

 

第36条（会員規約およびその改定） 

本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適

用されます。両社は、民法の定めに基づき、会

員と個別に合意することなく、将来本規約を改

定し（本規約と一体をなす規定・特約等を新た

に定めることを含む。）、または本規約に付随す

る規定もしくは特約等を改定することができま

す。この場合、両社は、当該改定の効力が生じ

る日を定めたうえで、原則として会員に対して

当該改定につき通知します。ただし、当該改定

が専ら会員の利益となるものである場合、また

は会員への影響が軽微であると認められる場

合、その他会員に不利益を与えないと認められ

る場合には、公表のみとする場合があります。

なお、本規約と明示的に相違する規定または特

約がある場合は、当該規定または特約が優先さ



 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

先されるものとします。 

2025 年 2月 28 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MyJCB アプリ利用者規定 

第 3条 （本サービスの内容） 

1．両社の提供する本サービスの内容は、以下の

とおりとします。ただし、利用者により提供を

受けることのできるサービスに制限のある場合

があります。 

(1)MyJCB サービス（原規定において「本サービ

ス」として規定されるサービスをいう。） 

 

(2)両社が提供するサービスについての案内（サ

ービスの勧誘にわたる場合があります。） 

(3)その他両社が提供するサービス 

――中略―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れるものとします。 

2026 年 3月 31 日現在 

 

 

J-POINT プログラム利用規定 

 

（JPB777・20260112） 

 

MyJCB アプリ利用者規定 

第 3条（本サービスの内容） 

1．両社の提供する本サービスの内容は、以下の

とおりとします。ただし、利用者により提供を

受けることのできるサービスに制限のある場合

があります。 

(1)MyJCB サービス（原規定において「本サービ

ス」として規定されるサービスをいう。） 

(2)第 8 条に定めるサービス 

(3)両社が提供するサービスについての案内（サ

ービスの勧誘にわたる場合があります。） 

(4)その他両社が提供するサービス 

――中略―― 

6．両社は、本アプリ内で利用者が利用するサー

ビスの提供や権利の販売等を有償で行う場合が

あります（以下、有償で行うサービスの提供や

権利の販売等のことを「有償サービスの提供

等」という。）。有償サービスの提供等にかかる

価格その他の利用条件等は、別途両社が定め本

アプリ上に表示しますので（以下「個別同意事

項」という。）、利用者は当該内容を理解し、同

意の上、有償サービスの提供等の申込をするも

のとします。利用者が有償サービスの提供等の

申込みを行い、両社がそれを承認した場合に

は、利用者はそのキャンセルおよび返金の申出

を行うことができません。また、「有償サービス

の提供等」も「本サービス」に含まれ、本規定

上の各条文が適用されます。 



 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 条（カード情報等の照会） 

1．利用者のうち、両社が認める会員（以下、本条

において、単に「利用者」という。）は、本アプ

リ上の画面で、本条の定めに従って、カード情報

（①カード名称、②カード番号、③カードの有効

期限、④セキュリティコード、⑤その他両社所定

のカードに関する情報をいう。以下同じ。）を閲

覧することができます（以下、本アプリの画面の

うちのカード情報を閲覧する画面のことを「カー

ド情報確認画面」という。）。 

2．利用者は、前項に基づき閲覧したカード情報を

使用して、以下のショッピング利用（デビットカ

ードの場合には、デビットショッピング利用をい

う。以下同じ。）を行うことができます。 

①会員規約に定める両社所定の非対面取引等の

ショッピング利用 

②モバイル端末を使用する方法による両社所定

のショッピング利用（なお、当該ショッピング利

用を行うためには、別途、両社所定の規定に同意

の上、当該規定に基づく手続きを行う必要があり

ます。） 

3．利用者は、カード情報確認画面の初回閲覧時に

カード情報確認画面の閲覧の際に必要な両社所

定のカード情報確認画面閲覧用パスコード（第 4

条第 1項に定める ID・パスワードとは別の、カー

ド情報確認画面閲覧のためのみに用いる専用パ

スコードをいい、以下「専用パスコード」という。）

を登録するものとします。利用者は、氏名、生年

月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・

番号等を専用パスコードとして登録しないもの

とし、かつ、MyJCB サービスのパスワード（第 4

条第 1項に定めるパスワード）とは異なる文字列

を、専用パスコードとして登録するものとしま

す。 

4．利用者は、専用パスコードを入力することによ

り、カード情報確認画面を閲覧することができる

ものとします。 

5．指定端末に生体認証機能がある場合、利用者

は、専用パスコードの登録後、カード情報確認画



 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面を閲覧するための本人認証方法を、専用パスコ

ードを入力する方法に代えて、指定端末の生体認

証機能により生体認証を行う方法とすることが

できます。 

6．両社は、第 4 項においては専用パスコードの

一致を確認することによりその入力者を利用者

本人と推定し、また前項で生体認証を行う場合に

おいては生体認証に成功した者を利用者本人と

みなして、指定端末にカード情報確認画面を表示

します。 

7．利用者は、指定端末および専用パスコードを厳

重に管理する義務を負うものとします。専用パス

コードが使用されたことにより、カード情報確認

画面が閲覧された場合、利用者に故意および過失

が存在しない場合を除き、会員規約に定める本会

員（以下「本会員」という。）が一切の結果につ

いて責任を負うものとし、また両社に対して損害

を与えた場合には、本会員がその損害を賠償しな

ければならないものとします。 

8．利用者が生体認証機能を用いることを選択し

た場合、生体認証が行われた結果閲覧されたカー

ド情報を利用して行われた取引のカード利用代

金については、すべて本会員が負担するものとし

ます。生体認証機能は利便性のある認証方法であ

る反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者

によって悪用されるおそれも伴う認証方法です

ので、利用者はこの点も考慮の上、利用者の責任

と判断の下、生体認証機能を利用するか否かを選

択するものとします。 

9．両社所定の回数を超えて誤った専用パスコー

ドの入力が繰り返された場合、両社は、本サービ

スの提供を一時的に停止します。 

10．第三者によるカード情報の悪用等を防止する

ため、利用者はカード情報確認画面に表示される

カード情報を、カード券面に記載されている情報

と同じく、善良なる管理者の注意をもって管理す

るものとします。 

11．カード情報は、利用者本人以外は使用できな

いものです。利用者は他人に対し、カード情報を

預託しもしくは使用させることを一切してはな



 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

第８条 （免責事項） 

――本文省略―― 

 

第９条 （禁止事項） 

――本文省略―― 

 

第１０条 （権利帰属） 

――本文省略―― 

 

第１１条 （本アプリの停止・変更等） 

――本文省略―― 

 

第１２条 （利用停止等） 

――本文省略―― 

 

第１３条 （本規定の改定） 

――本文省略―― 

 

第１４条 （準拠法） 

――本文省略―― 

 

第１５条 （合意管轄） 

――本文省略―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りません。 

12．利用者が前二項に違反した場合、会員規約に

違反したものとみなして、会員規約を適用するも

のとします。 

 

第９条 （免責事項） 

――本文省略―― 

 

第１０条 （禁止事項） 

――本文省略―― 

 

第１１条 （権利帰属） 

――本文省略―― 

 

第１２条 （本アプリの停止・変更等） 

――本文省略―― 

 

第１３条 （利用停止等） 

――本文省略―― 

 

第１４条 （本規定の改定） 

――本文省略―― 

 

第１５条 （準拠法） 

――本文省略―― 

 

第１６条 （合意管轄） 

――本文省略―― 

 

 

「モバイル即時入会サービス・クレジットスピー

ド発番・デビットスピード発番」会員向け特則 

第 1条 （本特則の適用） 

1．本特則は、MyJCB アプリ利用者規定の利用者が、

株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という。）

または JCB の提供するカード発行会社（以下、JCB

と併せて「両社」という。）が提供するサービス

である「モバイル即時入会サービス」、「クレジ

ットスピード発番」または「デビットスピード発

番」の機能（以下、総称して「本機能」という。）



 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を利用するにあたって、利用者に適用される条件

等について定めるものです。 

2．本特則は、①会員規約（個人用）または JCB デ

ビット会員規約（以下、併せて「会員規約」とい

う。）ならびに②「MyJCB 利用者規定」（利用者

が利用するカードがデビットカードの場合は

「JCB デビット会員向け特則」を含みます。）お

よび「MyJCB アプリ利用者規定」（以下、併せて

「原規定」という。）の特則です。本特則に定め

がない事項については、会員規約および原規定が

適用されます。また、本特則に別途定めがない限

り、本特則の用語は、会員規約および原規定の用

法に従うものとします。 

3．利用者は、本特則の内容を承諾し、会員規約、

原規定および本特則に基づいて本機能を利用し、

またカードを利用するものとします。 

 

第 2 条（本機能） 

1．会員規約に定める会員のうち、両社が本機能の

利用を認めた利用者は、原規定および本条に基づ

き、両社所定の手続を完了することにより、カー

ド（入会時に交付されるカードのほか、更新カー

ドおよび再発行カードを含む。）が送付される前

であっても、または第 6条が適用されることによ

りカードが送付されない場合であっても、MyJCB

アプリ利用者規定第8条第1項に定めるカード情

報確認画面を閲覧することにより、同条第 2項に

基づきショッピング利用（利用者が利用するカー

ドがデビットカードの場合には、デビットショッ

ピング利用をいう。以下同じ。）を行うことがで

き、また、MyJCB サービスおよび本アプリを利用

することができます。 

2．利用者が本機能を利用してショッピング利用

を行った場合、会員が MyJCB サービスまたは本ア

プリによりキャッシングサービスを利用した場

合（なお、原規定および本特則の定めのうち、キ

ャッシングサービスに関する定めはデビットカ

ードを利用する利用者には適用されません。以下

同じ。）、その他会員にカード利用代金が生じた

場合、当該利用時点でカードが会員に交付されて



 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いるか否かを問わず、当該利用は会員規約に基づ

くカードの利用であるとみなし、本会員は会員規

約に基づいてカード発行会社に対して利用代金

の支払いを行うものとします。 

 

第 3 条（利用登録等） 

1．利用者は、MyJCB アプリ利用者規定第 2条の定

めに従い、本アプリを指定端末にダウンロードお

よびインストールするものとします。 

2．利用者は本アプリの利用登録を行わなければ

なりません。利用者が、本アプリ上で両社指定の

WEB サービスを用いた本人確認手続きを行い、両

社所定の基準で会員本人であることが認証され

ることをもって利用登録が完了します。 

3．前項に定める利用登録が完了するまでの間、利

用者は以下のサービスを利用することができま

せん。 

①本アプリのすべてのサービス（本機能を含む。） 

②MyJCB サービス（WEB サイトにおけるサービス）

のうち、届出情報の変更を受け付けるサービスお

よびキャッシングサービス 

 

第 4 条（個人情報の取扱い） 

会員は、会員の個人情報が会員規約および原規定

に基づいて両社によって収集、利用されるほか、

以下の個人情報が以下のとおり取扱われること

について同意するものとします。 

(1)前条第 2 項に定める本人確認手続きを行う過

程で、①会員の顔写真付身分証明書の映像、およ

び②指定端末のカメラ機能を用いて撮影された

顔の映像が、当該本人確認を行う目的で、当該本

人確認業務を行う両社の委託先に提供されるこ

と。 

(2)(1)の個人情報は本人確認が終了した後、速や

かに安全な方法で消去されること。 

 

第 5 条 （ナンバーレスカードに関する特則） 

1．利用者に交付されるカードが、カード券面にカ

ード情報のうちカード番号およびセキュリティ

コードが表示されず、代わりに両社所定のデータ



 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の読み取り制限機能を持った QR コード（以下

「SQRC®」という。）を表示したカードである場合

があります。この場合、カード情報のうちカード

番号およびセキュリティコードは、カード券面に

は表示されず、本アプリのカード情報確認画面の

みに表示されます。 

2．SQRC®は、第 3条第 2項に定める認証および両

社所定のその他の本人認証に用いられますので、

利用者は SQRC®による認証が必要となる場合に備

えて、本アプリを利用する際にはカードを準備す

るものとします。利用者は、SQRC®を指定端末に搭

載するカメラで読み取り、両社指定の手続きを行

うことにより、利用するものとします。利用者は

SQRC®をカードとともに会員規約（カードの貸与

およびカードの管理）第 2項に基づき善良なる管

理者の注意をもって管理するものとし、また

SQRC®を複写してはなりません。 

3．両社は、会員が加盟店の店頭でショッピング利

用を行う際に、取引内容の確認のために加盟店に

対して会員のカード番号を求める場合がありま

す。そのため、利用者はショッピング利用を行う

際には指定端末を携行し、カード番号の確認に備

えるものとします。カード番号の確認ができない

場合、両社は、当該ショッピング利用を断ること

があります。 

4．次の事由により、会員がショッピング利用でき

ず、会員に損害または不利益が生じた場合でも、

両社に故意または過失がない限り、両社はその責

を負いません。 

(1)第 3 条に定める利用登録を完了していない場

合 

(2)第 2 項に基づく SQRC®による認証ができない

場合 

(3)前項に基づくカード番号の確認ができない場

合 

(4)MyJCB 利用者規定第 14 条第 1項および第 2項

に定める事由により、本サービスを停止した場

合、または SQRC®にかかるサービスを提供する会

社の事情により SQRC®を利用できなくなった場合 

(5)通信障害、通信状況、指定端末やソフトウエア



 

 

改定前 改定後（2026 年 3月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（MJ120000・20250228） 

に起因する事由その他両社の責めに帰すべきで

ない事由により、会員が本アプリまたは MyJCB を

利用できない場合 

 

第 6 条 （物理的なカードの発行がないデビット

カードに関する特則） 

1．デビットスピード発番の機能があるデビット

カードの種類には、入会時に物理的なカードが発

行されるもののほか、物理的なカードが発行され

ないものや、本会員が入会後に希望し、カード発

行会社が認めた場合にのみ物理的なカードが発

行されるものがあります。デビットカードの申込

者は、自らが申し込むデビットカードがいずれの

種類に該当するのか確認し、同意の上で、入会を

申し込むものとします。本条の規定は、物理的な

カードの発行を受けていないデビットカードの

会員にのみ適用されます。 

2．物理的なカードが発行されていない場合、会員

規約に定める「カード」とは「カード情報」を指

すものとします。 

3．本条の適用のある会員は、会員規約に定められ

ている機能のうち、物理的なカードの使用または

提示等を前提とする機能（一部の付帯サービスを

含みます。）を利用することができません。 

4．物理的なカードの発行を受けていない本会員

は、家族カードを申し込むことができません。ま

た、家族会員には物理的なカードが発行されま

す。 

5．本会員が入会後に希望し、会員に対して物理的

なカードを発行する場合、本会員は、カード発行

会社が通知または公表する手数料を支払うもの

とします。 

 

SQRC®、QR コードは株式会社デンソーウェーブの

登録商標です。 

（MJ120000・20260331） 

 

以 上 


